
  事業所関係者 様

 

２５ｋｇを超える量

５ｋｇ以上２５ｋｇ以下

持ち込みできません。

 （質疑応答）

            Q  申請方法を教えてください。

炎、火花又は高温体との接近を避けなければならない。
ふたのある不燃性の容器に入れ、又は防炎処理を施した覆いをし
なければならない。

            Q  販売と保管方法を教えてください。
     A  取り扱う量によって異なるため、下記の表を参考にしてください。

取扱い量

がん具用煙火（おもちゃ花火）の規制について

 がん具用煙火（おもちゃ花火）は、児玉郡市広域市町村圏組合火災予防条例で危険物品として定
められており、百貨店等の売場へ持込みが出来る量や、貯蔵及び取扱いに関する措置が規定されて
いるため、陳列・販売される場合は適切に管理する必要があります。
 下記の質疑応答や別紙フローチャートを参考に適切な対応をお願いします。

     A  まずは別紙のフローチャートに基づいて、申請が必要の有無を再度確認してください。
     「禁止行為の解除承認申請書」の届出が必要がある場合は、別添記載例を参照に申請書（火薬量
     のわかる資料、店舗レイアウトを含む）を作成し、消防本部予防課に届出を行ってください。

・火薬量の合計（保管含む）が２５ｋｇ以下で、陳列量は５ｋｇ未満での販売。
・避難上又は通行上支障のない場所で、階段室から離れた（５ｍ以上）場所。
・消火器具を設けること。
・防火管理者等による監視、消火の体制が整っていること。

            Q  コンビニで花火を販売できますか？

販売・保管方法
５ｋｇ未満

     A  はい。コンビニなどの小規模の物販店では、申請の必要もなく販売できます。１０００㎡を超え
     るような百貨店等（物品販売店）では持ち込みが禁止されています。

            Q  大きい店舗（１０００㎡以上）では花火は販売できないのでしょうか？
     A  いいえ。下記を参考に持ち込む花火の火薬量、設置場所を限定し、申請すれば販売できます。

【お問い合わせ先】
児玉郡市広域消防本部予防課 予防係
TEL ０４９５ー２４−８３９２



            

はい

いいえ

いいえ

店舗の面積が１０００㎡以上で、お客様入り口付
近に「危険物品持込厳禁」の標識が貼ってありま
すか？

いいえ

フローチャート

「禁止行為の解除承認申請書」
の届出の必要があります。

「禁止行為の解除承認申請書」
の届出の必要があります。

届出の必要は
ありません。

届出の必要は
ありません。

    はい

取り扱う（陳列及び保管）
花火の火薬量の合計は
５ｋｇ未満ですか？

  はい

※ (公社)日本煙火協会がおこなう検査に
  合格した国内を流通する国産・輸入品
  のおもちゃ花火に付けるマーク。

左のＳＦマークの付されているお
もちゃ花火を取り扱いますか？





個数
5
10
10
10
20
5
10
10
5

（例）取扱い花火の火薬量

合計（ｇ） 5355

陳列

保管

4000

1355

120 1200
☆☆花火 100 500

150 750
○○花火 130 1300

10 100
★★★★花火 30 600

20 200
△△△花火 50 500

商品名 火薬量（ｇ） 小計（ｇ）
●●花火 41 205
××花火

◇◇◇花火

◎●花火

×××花火



レジカウンター

バックヤード
不燃性のロッカーにて在庫管理

風除室

花火販売

消火器

商品
ラック

商品
ラック

冷凍庫
商品

ラック

（例）店舗レイアウト図


